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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の歯を再配置するための器具であって、
　該歯を収容するように成型されたキャビティを有するポリマーシェルと、
　該ポリマーシェルとは別個の構成要素である取り外し機構であって、該ポリマーシェル
に結合された取り外し機構と
　を含み、
　該取り外し機構は、該ポリマーシェルが該歯の上で保持される第１状態と該ポリマーシ
ェルが該歯から取り外され得る第２状態とを有しており、該取り外し機構は、該第１状態
から該第２状態に可逆的に切り換え可能であり、該取り外し機構は、第１刺激に応答して
該第１状態から該第２状態に切り換わり、該取り外し機構は、該第１刺激が取り除かれた
場合または第２刺激に応答して、該第１状態に戻るように切り換わり、該第１刺激および
該第２刺激は、温度、イオン強度、ｐＨ比、および液体吸収からなる群から選択される、
器具。
【請求項２】
　前記取り外し機構が、前記キャビティの少なくとも一部の中に接着剤を含み、該接着剤
の剥離強度は、該取り外し機構の状態に応じて変化する、請求項１に記載の器具。
【請求項３】
　前記取り外し機構の少なくとも一部の材料の強度は、該取り外し機構の状態に応じて変
化する、請求項１に記載の器具。
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【請求項４】
　前記取り外し機構の形状は、該取り外し機構の状態に応じて変化する、請求項１に記載
の器具。
【請求項５】
　前記取り外し機構が、４０℃～５５℃の温度に応答して、前記第１状態から前記第２状
態に切り換わる、請求項１に記載の器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、１９９８年１１月３０日に出願された米国特許仮出願番号６０／１１０，１
８９の利益および優先権を主張する。この全開示は、全ての目的のために参考として本明
細書中に援用される。
【背景技術】
【０００２】
　（発明の背景）
　（１．発明の分野）
　本発明は、一般的に、歯科矯正学の分野に関する。より詳細には、本発明は、改善され
た歯科器具および歯科システム、ならびにこれらを使用および作製するための方法に関す
る。
【０００３】
　必要に応じて患者の歯に対する取り付けと組み合わせた弾性ポジショナーは、予め決定
された位置への歯の制御された移動のために、歯科矯正処置において使用される。このよ
うな器具および処置を提供する際、緩やかな制御された力で、予め決定された理想的な位
置へ歯を移動することが重要である。代表的に、この器具は、歯の正確な形状または取り
付けデバイスの正確な形状および配置に応じる、配置の正確性を提供するように製造され
る。
【０００４】
　歯を整復するための弾性ポジショナーの使用は公知である。このような弾性ポジショナ
ーは弾性材料の薄いシェルを備え、このシェルは、一般的に、患者の歯に適合するが、最
初の歯の構造とわずかに整列しない。この構造の適切な選択によって、これらの歯の上へ
の弾性ポジショナーの配置は、経時的に所望の中間の位置または最終的な位置に個々の歯
を移動する。本発明に対する特に関心深いこととして、歯科矯正手順を実行するための複
数の弾性の歯位置付け器具（ｍｕｌｔｔｉｐｌｅ　ｅｌａｓｔｉｃ　ｔｏｏｔｈ　ｐｏｓ
ｉｔｉｏｎｉｎｇ　ａｐｐｌｉａｎｃｅ）を備えるシステムが、公開されたＰＣＴ出願Ｗ
Ｏ９８／５８５９６（本出願の受け取り人に譲渡された、同時係属出願番号０８／９４７
，０８０に対応する）に記載される。
【０００５】
　適切な時間量で歯をある位置から別の位置に移動するために必要とされる、弾力性の整
復力は、手強い問題であり得る。受容可能な快適性および見た目を有する、このような力
を与え得る器具の設計が、挑戦されてきた。このような力を達成するために、この器具は
、比較的剛性（すなわち、高い強度または高いモジュラスを有する）であり、歯に対して
十分な握りを提供するべきである。この剛性は、その歯科器具が患者の歯上の適切な位置
で安定に維持することを確実にし、かつ歯を移動させるのに必要な整復力を提供する。こ
の剛性はまた、その歯科器具が、アンカーデバイスまたは他の表面特性（歯上に存在して
、歯科矯正的な歯の移動を行うための定方向の力を適用し得る）を「握る（ｇｒａｂ　ｈ
ｏｌｄ）」のを可能にする。
【０００６】
　器具の剛性は、整復力を提供するため、および歯上の器具の位置を維持するために所望
されるが、その剛性器具の取り外しが、困難であり得る。剛性かつ歯に対して密接に適合
する歯のポジショナーは、取り外しのための歯科矯正道具の使用を必要とし得、これは、
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患者による取り外しを非常に困難なものにする。定期的な取り外しは、洗浄、歯科衛生、
食事前の取り外し、美容目的のための取り外し、ならびに処置過程での取り外しおよび交
換を含む、多くの目的で所望される。しかし、これらの場合のほとんどまたは全てにおい
て、患者が通院することは不便である。さらに、その道具の使用は、器具を損傷し得、こ
れは、その道具の再使用を困難または不可能にする。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　これらの理由から、歯から歯科器具を取り外すための、代替的な方法、器具デザインお
よびシステムを提供することが所望される。このような方法および器具、システムは、経
済的であるべきであり、そして特に、その器具を取り外し、かつその後、再適用する際に
、医師および／または患者に経験される困難性および必要とされる時間量を減少するべき
である。これらの目的の少なくともいくつかは、本明細書中以下に記載される本発明の方
法およびシステムによって達成される。
【０００８】
　（２．背景技術の説明）
　ＷＯ９８／５８９６および同時係属出願番号０８／９４７，０８０は、上記に参照され
る。歯科矯正処置を仕上げるための歯のポジショナーは、Ｋｅｓｌｉｎｇによって、Ａｍ
．Ｊ．Ｏｒｔｈｏｄ．Ｏｒａｌ．Ｓｕｒｇ．３１：２９７－３０４（１９４５）および３
２：２８５－２９３（１９４６）に記載される。患者の歯の包括的な歯科矯正的再配列の
ためのシリコーンポジショナーの使用は、Ｗａｒｕｎｅｋら（１９８９）Ｊ．Ｃｌｉｎ．
Ｏｒｔｈｏｄ．２３：６９４－７００に記載される。歯の位置を仕上げかつ維持するため
の透明プラスチック保持装置は、Ｒａｉｎｔｒｅｅ　Ｅｓｓｉｘ，Ｉｎｃ．，Ｎｅｗ　Ｏ
ｒｌｅａｎｓ，Ｌｏｕｉｓｉａｎａ　７０１２５、およびＴｒｕ－Ｔａｉｎ　Ｐｌａｓｔ
ｉｃｓ，Ｒｏｃｈｅｓｔｅｒ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ　５５９０２から市販されている。歯
科矯正ポジショナーの製造は、米国特許第５，１８６，６２３号；同第５，０５９，１１
８号；同第５，０５５，０３９号；同第５，０３５，６１３号；同第４，８５６，９９１
号；同第４，７９８，５３４号および同第４，７５５，１３９号に記載される。
【０００９】
　歯科ポジショナーの製造および使用を記載する他の刊行物としては、Ｋｌｅｅｍａｎｎ
およびＪａｎｓｓｅｎ（１９９６）Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｏｒｔｈｏｄｏｎ．３０：６７３－６
８０；Ｃｕｒｅｔｏｎ（１９９６）Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｏｒｔｈｏｄｏｎ．３０：３９０－３
９５；Ｃｈｉａｐｐｏｎｅ（１９８０）Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｏｒｔｈｏｄｏｎ．１４：１２１
－１３３；Ｓｈｉｌｌｉｄａｙ（１９７１）Ａｍ．Ｊ．Ｏｒｔｈｏｄｏｎｔｉｃｓ　５９
：５９６－５９９；Ｗｅｌｌｓ（１９７０）Ａｍ．Ｊ．Ｏｒｔｈｏｄｏｎｔｉｃｓ　５８
：３５１－３６６；およびＣｏｔｔｉｎｇｈａｍ（１９６９）Ａｍ．Ｊ．Ｏｒｔｈｏｄｏ
ｎｔｉｃｓ　５５：２３－３１が挙げられる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（発明の要旨）
　本発明は、改善された歯科器具およびそのような器具の使用および製造方法を提供する
。個々の器具は、ポリマーシェルを備え、このシェルは、そのシェル中に形成された、歯
を受け入れるキャビティを有する。このシェルは、歯上にその器具を安定に固定するため
に必要な剛性を有し、歯の整復に必要な制御された力を提供する。以下に詳細に議論され
るように、その器具の歯からの取り外しを容易にするための、１以上の取り外し特性およ
び機構が提供される。この取り外し機構は、そのシェルの不可欠な性質または特徴であり
得、そして／またはそのシェルに付加される別個の構成要素であり得る。例示的なシェル
の性質としては、異なる環境条件（例えば、温度変化、ｐＨの変化、イオン強度の変化な
ど）へのシェルの曝露によって誘導される、剛性または形状における変化が挙げられる。
例示的な付加的構成要素としては、接着剤、界面層（シェルと歯との間）、歯アンカー、
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強化構成要素（層、フィラメント、編組など）が挙げられ、ここで、このような構成要素
は、剛性、寸法、方向などを変化して、シェルを歯上に選択的に保持または解放し得る。
通常、付加的構成要素における変化は、シェルに性質変化を誘導するために使用される同
じ型の環境変化によって誘導される。あるいは、別個の構成要素を備える取り外し機構は
、外部エネルギー源への曝露によって刺激され得、この外部エネルギー源、例えば、機械
的、電気的、光学的、磁気的になどで誘発されて、シェルの歯からの解放を、生じるかま
たは可能にする変化を誘導する。
【００１１】
　このような取り外し機構の使用は、多くの点で有利である。環境変化は、医師または患
者によって容易に導入され得る。例えば、医師または患者は、適切に加熱した溶液、ｐＨ
調整した溶液、イオン強度制御した溶液または他の溶液で口を洗浄し得、これらの溶液は
、取り外し機構に所望の変化を誘導し得る。機械的、電気的または光学的に誘発される取
り外し機構の使用は、さらなる装置を必要とし得るが、このような機構はまた、非常に単
純であり得、そして患者および医師による使用に適切であり得る。全ての場合において、
取り外し機構は、通常、可逆的に作製される。すなわち、装置は、取り付け型（ここで、
その装置は、歯上の適切な位置で維持される）と解放型（ここで、その装置は、歯から取
り外され得る）との間で「切り換え可能」であり得る。このことは、特に有利である。な
ぜなら、これは、その装置が、任意の目的で一時的に「型を変更され」そして取り外され
、次いで処置を継続するために歯上に整復されるのを可能にするからである。
【００１２】
　本発明の第１の局面において、シェルと歯または他の界面との間のかみ合いの力が、減
少または排除されるように、状態変化が、シェル材料の剛性または形状（あるいは、両方
）を減少する。この状態変化は、剛性または形状（例えば、硬さ／軟らかさ（デュロメー
ターによって測定されるような）、弾性、相（形状記憶ポリマーおよび形状記憶材料を用
いる場合）など）に影響する、任意の材料特性における変化であり得る。好ましくは、こ
の状態変化は、可逆的であり、その結果、シェルは、失われた剛性を再獲得し得るか、ま
たは初期の状態変化を受けている間に失われた形状を回復し得る。剛性の減少は、通常、
シェル材料の軟化および／またはシェル材料の弾性の増加を含み、これは、そのシェルが
歯上から容易に取り出されるようにするのを可能にする。形状の変化は、その装置の膨張
、収縮、部分的な開口、干渉の減少または他の再構成に起因する、その器具と歯または他
の界面との間のかみ合いの力を減少または排除する。所望の状態変化は、好ましくは、患
者の口に容易にもたらされ得る環境変化によって誘導される。好ましい環境変化は、特定
の組成、ｐＨ、温度、イオン強度または他の特性を有する溶液での、簡単なうがいによっ
てもたらされ得る変化である。この選択された特性は、患者が、日常生活（少なくとも、
その器具の解放を意図しない期間）において通常遭遇しない特性であるべきである。例え
ば、熱い食べ物および飲み物を、食べるか、または飲む場合に、その器具が取り外される
ことが意図されない限り、温度は、良好な選択肢ではない。その特性はまた、生理学的に
受容可能な特性であるべきである（例えば、非常に高いまたは低いｐＨは、望ましくない
かもしれない）。
【００１３】
　しかし、「解放」型が、長期間であるかまたは持続可能である必要はない。多くの場合
、その取り外し機構は、その取り外し機構がその「取り付け」型にある場合に、歯上への
その器具の装着を可能にする。この装置を取り外すために、その解放型が、取り外しを完
了するのに十分な長い間のみに維持される必要がある。次いで、その取り外し機構は、例
えば、冷却、ｐＨの変化およびイオン強度変化の結果として、取り付け型に復帰し得、そ
して解放型を再生する必要なく、歯上に戻される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　１つの実施形態において、この取り外し機構は、その器具に不可欠な特性であり得、こ
れは、通常、シェルまたはシェルの一部の固有の特性である。ポリマー材料から形成され
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た少なくとも１つの層から形成されるシェルを有する歯科矯正装置が、提供される。この
シェルは、歯の連続する群にわたって密接に適合するキャビティを有する。歯の連続する
群は、少なくとも３つの歯（しかし、通常４以上）を含む。ポリマー材料の少なくとも１
つの層は、その器具が歯上に維持される場合の第１の状態およびその装置が歯から取り外
され得る場合の第２の状態を有する。この第１の状態は、そのシェルが、任意の「非口内
」状態あるいは外部から適用されたエネルギーまたは他の刺激の非存在下で、患者の口内
の適所にある場合に存在する。次いで、第２の状態は、上記のように、患者の口内におい
て「非口内」環境を生じることによって選択的に誘導される。この非口内環境は、非生理
学的温度（３７℃より高い、好ましくは４０～５５℃；または３７℃より低い、好ましく
は、３０℃より低い）、非生理学的ｐＨ（８より高い、好ましくは９より高い、より好ま
しくは８．５より高い、あるいは７より低い、好ましくは６より低い、より好ましくは６
．５より低い）、非生理学的イオン強度（例えば、３％塩化ナトリウム）などからなり得
る。
【００１５】
　別の実施形態において、この取り外し機構は、１以上の付加的な構成要素または機構と
して形成される。このようなシステムは、少なくとも１つのポリマーシェルを備え、この
シェルは、患者の歯上に取り外し可能に配置され得る。別個の取り外し可能な構成要素ま
たは機構は、第１の状態から第２の状態に切り換え可能である。
【００１６】
　なお別の実施形態において、歯科器具システムは、キャビティを有するシェルを有する
、歯科器具を備える。このシステムは、さらに、このシェルから別々に形成されるか、ま
たは存在する、取り付けデバイスを備える。この取り付けデバイスは、通常、歯の外面と
そのキャビティの内面との間で位置されるように構成される。このデバイスは、第１の状
態（ここで、その器具は、歯上に保持される）と第２の状態（ここで、この器具は、歯か
ら取り外され得る）との間で切り換え可能である。この切り換えは、環境の変化に対する
応答として生じるように、刺激または作製される。
【００１７】
　本発明の別の局面において、歯から器具を取り外すための、改善された方法が提供され
る。好ましくは、この器具は、ポリマーシェルであり、このシェルは、歯を受け入れ、そ
して弾性的に整復して、最終的な歯の配列を提供するように形付けられたキャビティを有
する。第１の局面において、この改善法は、シェルを第１の状態（ここで、その器具は、
歯上に保持される）から、第２の状態（ここで、この器具は、歯から取り外され得る）へ
変換する工程を包含する。この変換は、患者の口内においてインサイチュで実行される（
通常、上記のような環境変化または外部刺激への曝露）。この変換は、反復可能であり、
その結果、この器具は、再挿入され得る。
【００１８】
　別の局面において、取り外し可能な漸進性（ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ）歯位置調整器具
を製造するための方法が提供され、この方法は、歯型を有するポリマー性材料の少なくと
も１つの層のシェルを形成する工程を包含する。このシェルは、歯を受け入れ、そして１
つの配列から連続的な配列に弾性的に整復するように形付けられたキャビティを有するよ
うに形成される。このシェルは、第１位の状態（ここで、その器具は、歯上に保持される
）から、第２の状態（ここで、この器具は、歯から取り外され得る）へ変換する。
【００１９】
　別の局面において、器具システムは、複数の個々の器具を備え、これは、複数の歯科漸
進性歯位置調整器具を使用して、最初の歯の配列から最終的な歯の配列へ歯を整復するた
めに使用され得る。この実施形態において、この複数の位置調整器具は、最初の歯の配列
から第１の中間の配列へ歯を整復するように選択された形状を有する、第１の器具を備え
る。この複数の位置調整器具はまた、第１の中間の配列から連続的な中間の配列へ歯を進
行的に整復するように選択された形状を有する、１以上の中間の器具を備える。この位置
調整器具は、なおさらに、最後の中間の配列から最終的な歯の配列へ歯を進行的に整復す
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るように選択された形状を有する、最終の器具を備える。このシステムはまた、上記の各
々の調整器具へ形成された取り外し機構を備える。この取り外し機構は、第１の状態から
第２の状態へ変換して、歯から各器具を解放する。好ましい実施形態において、この変換
は、刺激（好ましくは、環境的な刺激または状態）によって活性化される。
【実施例】
【００２０】
　（特定の実施形態の説明）
　図１を参照して、本発明に記載の器具、システムおよび方法は、歯上に取り外し可能に
配置可能な、少なくとも１つの器具１００を備える。通常、器具１００は、複数の漸進性
位置調整器具のうちの１つである。この器具は、顎の個々の歯の漸進性整復をもたらすこ
とが意図される。この器具１００は、任意の、公知のポジショナー、保持装置、または歯
科矯正処置と組み合わせて歯の位置を仕上げかつ維持するために公知の他の取り外し可能
な器具に置き換えて使用され得る。本発明の器具は、先行の器具およびシステムと対照的
に、漸進的な歯の整復を達成するための、患者による首尾よい使用に特に適切である。例
示的な整復器具の完全な記載は、１９９７年１０月１０日に出願された、同時係属米国特
許出願番号０８／９４７，０８０（代理人整理番号１８５６３－０００１１０）（全ての
目的のために参考として本明細書中に援用される）に記載される。本発明の取り外し可能
な機構と共に使用するための、この例示的な歯科器具の記載は、以下に記載される。
【００２１】
　例示的な器具１００は、内キャビティ１２０、近位縁１１６および遠位縁１１８を有す
る、ポリマーシェル１０２を備える。キャビティ１２０は、歯を受け入れ、そしてある歯
の配列から連続的な歯の配列へ歯を弾性的に整復するように形付けられる。このポリマー
シェルは、好ましくは（しかし、必ずしもそうではないが）、上顎または下顎１１４に存
在する全ての歯に対して適合する。しばしば、特定の１つの歯のみが整復され、一方他の
歯は、整復器具が整復されるべき歯に対する弾性的な整復力を適用するように、その整復
器具を適切な位置に保持するための土台またはアンカー領域を提供する。歯肉および／ま
たは口蓋（ｐａｌｅｔｔｅ）もまた、アンカー領域として作用し得、従って、これは、全
てまたはほとんど全ての歯が同時に整復されるのを可能にする。さらに、器具１００の取
り付け点としてもまた作用し得る、アンカーおよび接着剤（以下により詳細に記載される
）が利用可能である。以下は、歯に対して器具１００を固定するための種々の実施形態の
記載である。
【００２２】
　図２、２Ａおよび２Ｂを参照して最良に理解され得るように、シェル１０２は、通常、
患者がシェルを噛むことによって、または他の形態の手動の圧力をシェルに適用すること
によって、歯Ｔに対して押し付けられる。縁１１６および１１８は、歯のアンダーカット
Ｕとして既知の部分に係合するように作製される。代表的に、この型の係合は、特定の歯
の移動（例えば、挺出（すなわち、歯の上方への移動））を可能にするという点で、補助
的である。
【００２３】
　シェル１０２は、予め決定された材料のモジュラス（剛性とも称される）を有する材料
で作製される。一般的に、このモジュラスは、材料試料に対する応力試験および歪み試験
を行い、そしてその結果をプロットすることによって決定される、材料の固有の剛性の尺
度である。この結果から得られた直線の傾きの値が、モジュラスである。このモジュラス
は、個々の患者の整復の必要性によって設定される必要条件に基づく歯の整復に必要とさ
れるコンプライアンスに適合するように、予め決定され得る。１つの例において、シェル
は、約０．１ＧＰａ～４ＧＰａ、通常、０．５ＧＰａ～３ＧＰａ、好ましくは、約０．８
ＧＰａ～１．５ＧＰａの間の範囲のモジュラスを有し得る。
【００２４】
　しばしば、シェルは、領域全体にわたって均一の特性（特に、剛性）を有する材料から
形成される。しかし、いくつかの例において、異なる点またはセグメントで、そのシェル
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の剛性、厚さまたは他の材料特性を変化することが望ましい。また、他の層、強化エレメ
ント、孔または構成要素が、シェルに対してそのシェルの剛性および／または他の機械特
性を変化するために付加され得る。
【００２５】
　シェルの剛性は、縁１１６および１１８のアンダーカットＵとの係合を維持し、このア
ンダーカットは、器具を正しく保持して、そして歯の整復をもたらすように設計される。
しかし、この剛性は、シェルがアンダーカットから容易に取り外されることを防止する。
従って、シェルを歯から取り外す労力を減少するために、シェルの剛性は改変され得る。
例えば、上記の例において、シェル１０２と歯の界面との間の１～４ＧＰａの剛性を減少
するために、シェルの剛性は、少なくとも１０％、通常、少なくとも５０％、代表的には
、約１０％～９０％、より代表的には、約５０％～９０％、一時的に減少される必要があ
り得る。
【００２６】
　一旦、シェル１０２が適所に配置される（例えば、歯のアンダーカットＵに係合される
）と、このシェルは、所望の整復強度を歯に与える。所望されるような時点で、次いで、
シェル１０２は、歯から取り外される。このシェルの取り外しに関する１実施形態におい
ては、シェル１０２は、第１状態から第２状態への変化を起こし得るポリマー材料から作
製され得る。この状態には、例えば、材料の特性の変化または形状の変化が挙げられる。
これらの変化は、シェル全体にわたって生じるようにされ得るが、少なくともアンダーカ
ットとの係合の領域において生じるようにされ得る。材料の特性または形状の変化は、適
切なように、シェルの剛性を除去するかまたは減少させ、このことは、この器具の取り外
しを非常により容易にする。このシェルは、材料の単一の層、または他に複数のポリマー
材料を含み得る。各層が、互いに独立してまたは同時に、特性変化を起こし得る。層（単
数または複数）はまた、形状の変化を起こし得る架橋ポリマーから作製され得る。この実
施形態においては、シェル１０２は変形し得、その結果、シェル１０２のエッジ１１６お
よび１１８はアンダーカットＵから脱係合され得、次いでこれによって、器具１００の容
易な取り外しを可能にする。
【００２７】
　代替の実施形態において、アンダーカットとの係合に加えて、またはいくつかの場合に
はアンダーカットとの係合の代わりに、接着剤１２２（図２Ｂ）が使用されて、器具１０
０と歯との間に保持強度を追加し得る。この接着剤の剥離強度は、このシェルの取り外し
の目的で、減少または排除され得る。例えば、その最初の状態において、接着剤は約２５
０ｇ／ｃｍ以上の剥離強度を有するべきであるが、このシェルを取り外すためには、その
剥離強度は２５０ｇ／ｃｍの閾値未満の値まで減少される。接着剤（例えばポリエチルア
クリレート－ヘキサデシルアクリレートのＸＡＭＡ２とのコポリマー、架橋剤を含むポリ
ペンタデシルアクリレート、ＸＡＭＡ２を含むポリオクタデシルアクリレートなどの、結
晶化可能な側鎖をベースとするポリマーである組成を有する）は、このような目的で使用
され得る。この接着剤の剥離強度を減少させる能力は、この器具の取り外しを容易にする
。以下に記載する様式で、この接着剤は、環境の変化（例えば、温度）、または剥離強度
を減少させるための他の適切な刺激に曝され得る。剥離強度は、環境の変化または刺激が
変化するかまたは除去された後に回復し得るので、このシェルが歯から取り外される回数
にかかわらず、シェルへの１回のみの接着剤の塗布が必要であり得る。
【００２８】
　別の代替の実施形態においては、シェル１０２はまた、シェル１０２と取付けデバイス
（アンカー１２４など）との係合を通して、歯に保持または固定され得る（図３、３Ａお
よび３Ｂ）。取付けデバイス１２４は、接着剤あるいは類似の結合物質を使用して、歯の
遠位表面（歯と頬との間）および／または近位表面（歯と舌との間）に固定され得る。様
々な取付けデバイス設計が、以下にさらに詳細に記載される。従来のワイヤ装具と共に使
用される歯アンカーは周知であり、特許および歯科文献に記載される。本発明における使
用のために、アンカーは、器具が適所にある場合に器具と歯との間の力伝達界面を尖らせ
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る目的を有する、任意の様々な材料特性を有し得る。アンカーは、大部分は固体の、生理
学的に受容可能な材料（特に、金属、セラミック、およびポリマー）から形成され得る。
これらの材料は、剛性、弾性、またはプログラム可能であり得、例えば、形状記憶ポリマ
ーまたは金属合金であり得る。いくつかの例においては、このアンカーが機械的に複雑で
ある（例えば、関節付き、回転可能、またはこの器具の歯からの取り外しもしくは取り付
けを容易にするために別の様式で整復可能）こともまた可能である。
【００２９】
　取付けデバイス１２４は、係合表面１３０を有し、これは、キャビティ１２０の内部表
面に形成される陥凹特性１２８に対応する。上述のように、シェル１０２が歯Ｔに押し付
けられるにつれて、シェルキャビティ１２０の内部表面１２６は、陥凹特性１２８が係合
表面１３０との合致に達するまで、係合表面１３０とスライドしながら接触する。この時
点で、陥凹１２８は、アンカー１２４の形状の周りにぴったりフィットして順応し、シェ
ル１０２を適所に保持する。図３、３Ａ、および３Ｂに示すアンカー１２４の幾何学的形
状から理解され得るように、アンカー１２４とシェル１０２との間の係合は「一方向」係
合であり、このことは、シェル１０２が実質的に適切な位置にロックされることを意味す
る。
【００３０】
　この代替の実施形態において、アンカー１２４は、材料特性の変化を起こすようにされ
得るポリマー材料から作製され得る。特に、最初の状態におけるアンカー１２４の強度、
およびシェル１０２の強度の組み合わせは、シェル１０２を歯に保持するに十分であり得
、その結果、シェル１０２は容易には取り外され得ない。しかし、アンカーの材料特性が
変化すると、この強度の組み合わせが減少する。この強度がシェル１０２を取り外すため
に適用される力より低く減少されると、シェルは歯から浮き上がる。あるいは、アンカー
１２４は、架橋ポリマーから作製され得る。この代替の実施形態においては、アンカー１
２４は形状の変化を起こし得、これは、アンカーの構造を変化させ、その結果、アンカー
とシェルとの間の係合が弱まるか、そうでなければ除去される。アンカーの全体の形状が
変化し得るが、この形状の変化は少なくとも、アンカーとシェルとの間の係合の領域で起
こり得る。このアンカーは、単一の層から作製され得るか、または以下にさらに詳細に記
載するように、各々がポリマーもしくは架橋ポリマーから作製される複数の層から作製さ
れ得る。
【００３１】
　シェル１０２はまた、ワイヤ、フィラメント、メッシュ、リング、および／または編組
などの、補強構造を有して構成され得る。この補強構造もまた、材料特性または他の形状
変化を起こし得、その結果、この変化が、この器具の歯からの取り外しを容易にする。例
えば、器具１００は、ポリマーの外部層、およびこの器具の、アンダーカットとの係合も
しくはアンカーとの係合のいずれかに近い少なくとも一部分に埋没される金属の内部ワイ
ヤを用いて、作製され得る。この金属内側ワイヤは、Ｎｉｔｉｎｏｌ（登録商標）、Ｂｉ
ｍｅｔａｌ（登録商標）、Ｍｅｍｏｔａｌ（登録商標）または類似の合金などの、形状記
憶金属から作製され得る。このワイヤは、熱刺激または他の外部刺激に曝露されるにつれ
て、材料特性（および／または形状）の変化を起こす。この例において、このワイヤは形
状を変化させる。このワイヤは器具の内部に埋没されているので、この器具もまた形状を
変化させ、これによって、歯を支持するシェルを減少させる。
【００３２】
　好ましい実施形態において、上述の変化は、所定の温度（好ましくは、平均体温より高
い温度）においてガラス転移を起こす、様々なポリマーに使用によって、提供され得る。
以下は、ガラス転移温度の変化により起こる様々な材料特性および形状変化の記載である
。
【００３３】
　ガラス転移は、それに分子転移が組み込まれたプラスチック（例えば、ポリマー）を使
用することによって、生じ得る。このポリマー材料は生体適合性であり、そして達成され
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るガラス転移が、その器具を本明細書中以下に説明するような熱刺激に曝露すると達成さ
れるように、処方される。この器具に組み込まれる分子転移は、代表的に、熱転移の形態
（例えば、そのポリマー側鎖、ポリマー主鎖の結晶融点（３７℃より高い、好ましくは４
０℃と５５℃との間）、またはポリマー鎖の液晶（メソフェーズ）転移）である。この熱
転移はまた、ガラス転移現象または局在モード分子転移によって、アクセスされ得る。実
施例１～１２は、このような材料の例示的列挙を提供する。
【００３４】
　１実施形態においては、ガラス転移による取り外し機構は、図４Ａ、４Ｂおよび４Ｃに
示すような、シェル１０２内に構成される単一の層または複数の材料層１３１を含み得る
。このシェルは、様々な数の層１３２を含み得、これらは各々が、可変の厚みおよび／ま
たは可変のガラス転移温度を有し得る。これらの層は、様々な配向および構成で形成され
て、モジュラスおよび装置の要求に適合し得る。シェルの層は、熱形成または類似のプロ
セスなどのプロセスによって形成され、そしてこれらの上に、整復力を歯に適切に付与す
るために必要である、所望のシェルキャビティおよび陥凹を形成される。
【００３５】
【表１】
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　代表的な実施形態において、例示の目的で上記実施例１のような材料を使用して、シェ
ル１０２は、第１、第２、および第３の内部層１３２を有し得、それぞれの層が１０ミル
のポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）材料を含み、これは、約５０℃のガラス転移温度を有する。
内部層１３２は、外部層１３４により挟まれ、これらの外部層は、各々が５ミルのポリカ
ーボネート材料であり、これは、約１５０℃のガラス転移温度を有する。ポリカーボネー
ト外部層１３４およびＰＶＣ内部層１３２は、両方の材料のガラス転移温度より低温にあ
る間に、全ての層の組み合わせられたモジュラスを有して、このシェルに所望のモジュラ
スまたは強度を提供し、歯をつかんで保持し、整復するべきである。あるいは、内部層は
、外部層より高い転移温度を有して構成され得る。これらの層間のガラス転移温度の閾値
を逆転させることによって、外部層は剛性を失うように、一方で内部層はその剛性を維持
するように、作製され得る。
【００４０】
　好ましい操作において、熱刺激は、シェル１０２に付与される。内部層１３２のガラス
転移温度より高いが外部層１３４のガラス転移温度より低い温度である。一旦、内部層１
３２がそのガラス転移温度に達すると、これらは剛性を失い、従ってシェル１０２の剛性
に対するこれらの寄与が取り除かれる。シェル１０２は剛性がより低くなるので、この器
具は操作されて歯から取り外され得る。
【００４１】
　外部層１３４は、ガラス転移温度に達することを防止される構造部材または上部構造を
提供し、その結果、これはその元の形状を維持する。従って、一旦、器具１００が歯から
取り外されると、上記プロセスが逆にされ得る。このプロセスを逆にするために、内部層
１３２は、そのガラス転移温度にされ得、これは、内部層１３２をその最初の高剛性状態
に戻す。次いで、器具１００は、上述の様式で歯に再度適用され得、そして取り外し機構
の開始前と実質的に同じ剛性、従って同じ有効性を有する。
【００４２】
　ガラス転移による取り外し機構はまた、「組み込み（ｂｕｉｌｔ－ｉｎ）」記憶能力を
有する、様々な異なるホモポリマー、架橋ホモポリマー、および／または熱可塑性物質の
コポリマーブレンドの少なくとも１つの層を含み得る。これらの材料（代表的な列挙を以
下の実施例１３～２１に示す）は、所定のガラス転移温度を有するように、個々に選択さ
れるか、または一緒にブレンドされる。例示の目的のために、図４Ｄに示すように、この
層の形状は、単一の材料層１３２を含み得、これは、約１．０ミル～６０ミル、好ましく
は１０～４０ミルの範囲であり得る。
【００４３】
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【００４５】
　図５Ａおよび５Ｂにおいて、シェル１０２に組み込まれた記憶による取外し機構が、製
造の様々な段階で示される。記憶による取外し機構を形成するために、実施例１３～２１
に提供するもののような材料は、シートとして押出され、次いで異なる任意の形状に形成
され、そして器具の一般的な形状に近付きさえし得る。
【００４６】
　具体的には、架橋ポリマーは、矩形の断面のフォーム１４０に形成され得るか、あるい
はこのフォームは、任意の形状（ドーム状または平坦なシートなど）であり得る。このフ
ォームは、最初の状態または第１状態と考えられる。フォーム１４０は、歯に整復力を適
切に付与するために必要である所望の表面特性を有して、熱形成または類似のプロセスに
より、器具１４２に作製され得る。次いで、器具１４２はそのガラス転移温度未満まで冷
却され、同時に所望の器具の形状に拘束される。器具１４２は、この器具が予め設定され
たガラス転移温度より高い温度に曝露されない限り、この形状を維持する。
【００４７】
　歯に固定された後に、取外しが必要とされるような場合に、単一層のシェルは、この材
料がそのガラス転移温度を超えるように、熱刺激に曝露される。この温度の変化は、器具
１４２がその元の状態（例えば、フォーム１４０）に戻ることを引き起こす。フォーム１
４０の元の状態は器具１４２とは異なる形状を有するので、係合力が減少する。
【００４８】
　記憶による取外し機構は、可逆的に作製され得る。例示的な実施形態においては、フォ
ーム１４０は、図６に図示する器具１４８に示すように、外部層１５２の間に挟まれた複
数の内部層１５０から作製され得る。これらの層は、要求されるモジュラスに依存して、
可変の厚みおよび可変のガラス転移温度を有し得る。内部層１５０は、実施例１３～２１
に記載するもののような、ホモポリマー、架橋ホモポリマー、コポリマー、および／また
は架橋コポリマーから作製され得る。外部層１５２は、内部層より高い（または低い）ガ
ラス転移温度を有する、ポリカーボネートまたは類似の材料から作製され得る。これらの
層は、整復力を歯に適切に付与するために必要な所望の表面特性および陥凹を有して、形
成される。
【００４９】
　この実施形態の例示的な操作において、この器具が歯に適用された後に、この器具の取
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は、内部層１５０のガラス転移温度より高いが、外部層１５２のガラス転移温度より低い
。一旦、内部層１５０がそのガラス転移温度に達すると、これらはその元の形状に再構成
することを試み、一方で外部層１５２は、その元の形状を維持し続ける。内部層の再構成
の試みにより発生する内力が、外部層１５２を矢印１５４の方向に外向きに押し、最終的
にエッジ１１６および１１８が位置１５６に達する。これらのエッジを位置１５６まで移
動させる際に、器具１４８と歯との間の係合力の減少が提供されて、この器具の取外しを
可能にする。
【００５０】
　このプロセスは、このシェルを内部層１５０のガラス転移温度未満まで冷却することに
よって、逆転され得る。外部層１５２がその有用な形状を維持し、そして器具がそのもと
の状態に戻るまで、矢印１５８の方向に内向きの偏倚力を付与し続ける。
【００５１】
　図３Ａおよび３Ｂに示す、ガラス転移による取外し機構のなお別の実施形態においては
、少なくとも１つのアンカー１２４が使用されて、この器具を歯に固定し得る。この器具
と同じ様式で、アンカー１２４は上述と同じポリマーから作製され得、同じタイプの状態
変化を起こし得る。例えば、アンカー１２４は複数の層を含み得るが、少なくとも一層は
、上記実施例の材料の処方を含む。熱刺激に曝露されると、アンカー１２４はガラス転移
を起こし得る。従って、アンカー１２４は、強度を失うか、形状を変化させるか、または
その両方のいずれかのために構成され得、これはこのシェルのアンカーからの取外しを容
易にする。
【００５２】
　上に記載した全ての実施形態は、実施者の判断を条件として、組み合わせでまたは独立
して使用され得る。
【００５３】
　上記実施形態の各々において、ガラス転移温度は、この器具の状態変化プロセスを活性
化させるための閾値温度として記載される。しかし、代替的に、融点温度が、閾値温度と
して使用され得る。融点温度を使用することの利点は、１つの状態から別の状態への特性
の変化がより大きいことである。また、特性の変化が類似の温度範囲にわたって起こる。
【００５４】
　上述の実施形態のいずれかにおいて状態変化を開始させるために使用され得る、様々な
熱刺激が確認されてきた。例えば、熱は、熱エネルギーの供給源（そのより大きな熱移動
能のため、好ましくは液体）を導入することによって、この器具に供給され得る。加熱さ
れた液体はシェル１０２への迅速な熱の移動を引き起こし、温度がこのシェルの転移温度
に達するまで、このシェルの温度を上昇させ、このシェルの第２状態への転移を引き起こ
す。
【００５５】
　同様に、磁気、電気、および無線波が、所望の状態変化を引き起こすための熱の二次供
給源として、使用され得る。このような外部熱はまた、赤外線、マイクロ波、または高周
波の供給源、ならびに抵抗熱（ｒｅｓｉｓｔｉｖｅ　ｈｅａｔｉｎｇ）により、付与され
得る。
【００５６】
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【表３】

【００５７】
　実施例２２および２３は、従来の熱源を使用して熱的にか、または紫外（ＵＶ）光の使
用によってかのいずれかで重合し得る、ガラス転移材料である。ＵＶによる重合が所望さ
れる場合には、Ｄｕｒａｃｕｒｅ　１１７３またはベンゾインメチルエーテルなどのＵＶ
開始剤が、上記実施例２２および２３におけるＵＳＰ
　２４５またはＰｅｒｋａｄｏｘ　１６Ｎの代わりに添加され得る。実施例２２および２
３の材料を、上述のように、シェル内またはアンカー内に使用し得る。
【００５８】
　本発明の取外し機構はまた、所定のｐＨ比を有する水性緩衝液に曝露されると第１状態
から第２状態へと変化する処方物を提供するために、一緒に使用されるポリマーを含み得
る。代表的な、示した材料処方物は、例えば、実施例２４～２７などである。
【００５９】
　代表的に、ｐＨ感受性の器具が歯に適用される場合には、ヒトの口のｐＨレベル（通常
の生理学的ｐＨレベル）に曝露されたときに、シェル１０２は最小限に（例えば約１０％
まで）水和される。この器具が取り外されるべきである場合には、この器具は、口のｐＨ
比を変化させる溶液に曝露され得る。使用される材料処方物に依存して、ｐＨの変化は、
通常のｐＨレベルにある場合よりも、例えば約９０％まで、器具の水和を引き起こす。こ
の器具が水和状態の変化を起こす場合には、この器具は寸法を変化させる。例えば、直線
状の寸法は、より低い水和状態からより高い水和状態になった場合に、約２％～３００％
変化し得る。この器具の膨潤は、それが歯と適切に係合する能力を取り除く。
【００６０】
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【表４】

【００６１】

【００６２】
　あるいは、アンカー取付け具は、実施例２４～２７に列挙するもののような材料から作
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製され得、そして異なるｐＨ比に曝露された場合に、水和状態の変化を起こすようにされ
得る。１実施形態において、通常のｐＨレベルにある間は、この取付けデバイスは、器具
と歯との間の係合を容易にするサイズにまで膨潤し得る。例えば、アンカーの水和は、約
９０％までであり得る。この取付けデバイスが異なるｐＨレベルに曝露される場合に、こ
の取付けデバイスは水和し、そして収縮してその器具から脱係合する。この寸法の変化の
範囲は、その取付けデバイスの材料組成に依存するが、それにもかかわらず、この器具の
取外しを可能とするに十分である。上記のように、器具の特性および取付けデバイスの変
化は、一緒にまたは独立して起こり得る。
【００６３】
　取外し機構はまた、イオン強度変化により引き起こされる状態変化にも応答し得、これ
は、異なる濃度の塩（ＮａＣｌまたは糖を含む）にポリマーが曝露される際に、水の吸収
を引き起こす。
【００６４】
　代表的に、この器具が歯に適用される場合には、シェルは、ヒトの口の中の平均濃度（
通常のイオン強度）に基づいて、最小限（例えば、約１０％まで）に水和する。この器具
が取り外される場合には、この器具は塩の濃度の変化を引き起こす溶液に曝露され得る。
使用される材料処方に依存して、塩濃度の変化は、通常の濃度範囲にある場合より例えば
約９０％まで、その器具の水和を引き起こす。例示的な材料処方物は、実施例２８および
２９に記載される。この器具が水和状態の変化を起こす場合には、この器具は寸法を変化
させる。例えば、直線状の寸法は、より低い水和状態からより高い水和状態になると、約
２％～３００％変化し得る。
【００６５】
【表５】

【００６６】
　あるいは、アンカー取付け具はまた、実施例２８および２９の材料から作製され得、そ
して異なる濃度の塩に曝露されると、水和状態の変化を起こし得る。最初の状態において



(19) JP 4134009 B2 2008.8.13

10

20

30

は、取付けデバイスは、器具と歯との間の係合を容易にする大きさにまで膨潤し得る。例
えば、アンカーの水和は、約９０％までであり得る。取付けデバイスが異なる濃度の塩に
曝露されると、取付けデバイスは脱水和して収縮し、器具から脱係合する。寸法変化の範
囲は、取付けデバイスの材料組成に依存する。前記のように、器具の特性および取付けデ
バイスの変化は、一緒にまたは独立して起こり得る。
【００６７】
　上記は、本発明の好ましい実施形態の完全な記載であるが、様々な変更、改変、および
均等物が使用され得る。１実施例において、器具１００は、しっかりと噛むことまたは手
での直接の圧力の付与のいずれかによる、圧力が歯の頂部表面に下向きに方向付けられる
場合に、歯から取り外され得る。この圧力はエッジ１１６および１１８を外向きの方向に
強制し、従って器具と歯の界面との間の係合を取り外し得る。
【００６８】
　従って、上の記載は、添付の特許請求の範囲によって規定される本発明の範囲を限定す
るとみなされるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】図１は、本発明に従って形付けられた歯科器具を伴う、患者の顎を示す。
【図２】図２、２Ａおよび２Ｂは、図１の器具を歯上へ固定するための実施形態の断面図
である。
【図２Ａ】図２、２Ａおよび２Ｂは、図１の器具を歯上へ固定するための実施形態の断面
図である。
【図２Ｂ】図２、２Ａおよび２Ｂは、図１の器具を歯上へ固定するための実施形態の断面
図である。
【図３】図３、３Ａおよび３Ｂは、図１の器具を歯上へ固定するための取り付けデバイス
の断面図である。
【図３Ａ】図３、３Ａおよび３Ｂは、図１の器具を歯上へ固定するための取り付けデバイ
スの断面図である。
【図３Ｂ】図３、３Ａおよび３Ｂは、図１の器具を歯上へ固定するための取り付けデバイ
スの断面図である。
【図４Ａ】図４Ａ～４Ｄは、本発明に従って使用される層状形態の概略図である。
【図４Ｂ】図４Ａ～４Ｄは、本発明に従って使用される層状形態の概略図である。
【図４Ｃ】図４Ａ～４Ｄは、本発明に従って使用される層状形態の概略図である。
【図４Ｄ】図４Ａ～４Ｄは、本発明に従って使用される層状形態の概略図である。
【図５Ａ】図５Ａ～５Ｂは、本発明に従って器具を形成するためのプロセスの断面図であ
る。
【図５Ｂ】図５Ａ～５Ｂは、本発明に従って器具を形成するためのプロセスの断面図であ
る。
【図６】図６は、本発明の１つの実施形態の断面図の例示である。
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